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平成 19 年 12 月 1 日運用開始 

平成 30 年３月 29 日改定 

令和４年３月 3 1 日改定 

気 象 庁 

 

口永良部島の噴火警戒レベル判定基準とその解説 

 

１ 想定する噴火の規模、様式と現象 

新岳は古岳の北西に開いた崩壊地形内に成長し、新岳山頂部を構成する火砕丘は火山

角礫層からなり、火山弾や冷却節理を持つ岩塊を多く含む。また、複数火山灰層を確認で

きることから、古岳あるいは新岳で過去 1,000 年以内に複数回の爆発的なマグマ噴火が

あったと考えられる。 

① 噴火場所：新岳火口 

口永良部島の活動は 1841 年が記録に残る最古であり、以降新岳で 10 回以上の噴火

あるいは鳴動や地震増加等の異常が記録されている。 

2000年以降、新岳では、2014年８月に水蒸気噴火、2015年５月と同年６月にはマグ

マ水蒸気噴火が発生し、2015年５月の噴火では火砕流が火口から２kmを超えて向江浜

地区に達している。最近 200年間の活動は、新岳火口及びその周辺で発生していること

から新岳火口を中心とした噴火を想定した。 

 

② 噴火の区分とその影響 

噴火様式 火山現象 影響範囲 

ごく小規模噴火 火山灰、小さな噴石 火口近傍 

小規模噴火 

上記に加え、大きな噴石、空

振、小規模火砕流、降雨によ

る土石流 

火口から概ね１km以内 

（西側は概ね２km以内） 

中規模噴火 

上記に加え、火砕流、溶岩流 

火口から１km を超え、

2.5km付近まで 

大規模噴火 
火口から 2.5km を超える

居住地域に達する 

 

・噴火の規模表現は、火山学的な噴火規模（噴出物量）とは異なり、大きな噴石、火

砕流等の到達する範囲（影響範囲）を基準に設定している。なお、火砕流の到達す

る範囲は地形の影響を大きく受けることになる。 

大規模噴火（レベル５の噴火）：大きな噴石や火砕流、溶岩流が居住地に達する規
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模の噴火 

中規模噴火（レベル３の噴火）：大きな噴石や火砕流が火口から居住地域近くまで 

小規模噴火（レベル２の噴火）：大きな噴石が火口から概ね１km以内、低温の火砕

流が西側は火口から２km以内、それ以外の方向は

１km以内 

ごく小規模噴火（レベル１の噴火）：火口近傍に火山灰等を放出する噴火 

・「大きな噴石」とは、 風の影響を受けずに弾道を描いて飛散するものであり、火山

灰や小さな噴石は、風に乗って影響範囲を超えて広範囲に到達することがある。空

振も、影響範囲を超えて広範囲に伝わる。降雨による土石流は、噴火が終息した後

も継続することがある。 

・噴火警戒レベルは、噴火に伴って発生し、生命に危険を及ぼす火山現象（発生から

短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない現

象、上表に下線で示した現象）の危険が及ぶ範囲をもとに設定している。 

 

２ 火山活動の時間的な推移 

1931年から 1935年にかけて新岳火口及びその周辺で噴火活動が活発化し、しばしば爆

発的な噴火が発生した。噴石は新岳火口から約２km の向江浜付近まで達している。赤熱

噴石の放出が目撃され、広範囲に森林火災が発生したことから高温のマグマ物質が放出

されたことが推測されている。また、1966 年 11 月 22 日の噴火では、直径約１ｍの噴石

が新岳火口の北から北東方向に約 3.5kmまで達している。1931年及び 1966年の噴火前に

は、回数は少ないものの前兆現象として島内で体に感じる程度の地震が発生した。 

最近発生した 2014年８月３日の噴火は水蒸気噴火、2015年５月 29日及び６月 18日の

噴火はマグマ水蒸気噴火であった。2015年５月 29日の噴火前の１月 24日と５月 23日に

は島内を震源とする震度１以上を観測する地震（それぞれ震度１と震度３を観測）が発生

している。2018年８月 15日に新岳西側の山麓でマグニチュード 1.9の地震が発生し、10

月頃から島内の長い基線で緩やかな伸びが見られた。その後、2018年 10月 21日から 2019

年２月２日まで断続的に噴火が発生した。また、2019年 10月頃から新岳西山麓のやや深

いところの膨張を示唆する基線長の変化がみられる中で、2019 年 12 月 24 日に新岳火口

付近の浅いところを震源とするマグニチュード１程度の地震が発生し、2020年１月 11日

に噴火した。2020 年２月下旬からは、新岳火口直下以外の地震も時々発生しており、新

岳西山麓のやや深いところを震源とする地震が、２月 25日及び３月 27日から３月 28日

にかけて発生した。また、３月下旬からは、口永良部島の西側の深さ７km 付近を震源と

する地震が時々発生した。噴火は 2020年１月 11日から５月 13日まで断続的に発生して

おり、８月 29日にごく小規模噴火が発生した。これらの噴火から時間的推移の一部分を

知ることが出来た。 
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地震計による観測が始まった 1999年以降の活動をみると、2014年８月３日の噴火まで

に、短期間での火山性地震及び火山性微動の増加や 10 日間程度での火山性地震の多発、

長期的に山体が膨張する地盤変動、噴煙や火山ガス（二酸化硫黄）放出量が観測される等

の現象が認められている。また、2015 年５月 29 日の噴火前には火山ガス（二酸化硫黄）

放出量の増加や体に感じるＡ型地震※の発生、火口周辺では噴気地帯の温度上昇や火映が

観測されるといった熱活動の明らかな高まりが認められた。 

口永良部島の噴火警戒レベルの判定基準の設定においては、これらの経験を踏まえて

中期的指標、短期的指標を組み合わせ、過去のデータをもとにそれぞれの観測値の閾値や

その組み合わせを設定し、居住地域で警戒が必要な噴火の影響範囲については、マグマ貫

入量が 2014 年から 2015 年や 2019 年から 2020 年程度の場合とそれを大きく上回る場合

について設定した。一方、浅い場所へのマグマの貫入時には、山体の膨張を示す地盤変動

や体に感じる規模の地震多発等が予想される。 

※Ａ型地震は高周波成分が卓越し、火山以外で一般的に起こる地震と同様、応力集中による地殻の

破壊によって発生するが、火山活動に直接関係する発生原因として、マグマの貫入に伴う火道周

辺での岩石破壊などの例がある。 

 

３ 噴火警戒レベルの区分け 

噴火に伴う現象として、小規模噴火（水蒸気噴火）については、大きな噴石（火口から

１km 以内）と火砕流（火口から西側２km）を想定し、マグマ噴火及びマグマ水蒸気噴火

については、大きな噴石の他、火砕流や溶岩流を想定した。 

なお、これまでの噴火は概ねレベル３以下の活動が主であるが、1966 年 11 月や 2015

年５月の噴火では、大きな噴石や火砕流（火砕サージ）が居住地域に達していることから

レベル５（避難）の活動であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

口永良部島 噴火警戒レベルに対応した規制範囲 
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①レベル１（活火山であることに留意） 

静穏な火山活動。状況により火口近傍にとどまる程度のごく小規模な噴火の可能性が

ある。若干の火山性地震、火山性微動の発生はありうる。 

②レベル２（火口周辺規制） 

火口から１km 以内に影響する小規模な噴火の可能性がある。火山性地震や火山性微

動の増加、少量の二酸化硫黄の放出、ごく小規模な噴火の発生など、火山活動が高まっ

た状態。なお、地形の影響により例外的に火口から１km の範囲外に低温の火砕流が影

響することがある。 

③レベル３（入山規制） 

火口から１km を超え、最大で居住地域の近くまで影響する中規模噴火の可能性があ

る。火山性地震の増加や振幅の増大、山体の隆起・膨張、二酸化硫黄の放出量の増大、

中規模噴火の発生など、活発な火山活動。 

④レベル４（高齢者等避難）～５（避難） 

レベル３の段階から、噴火活動がさらに活発化、あるいは活発化すると想定される異

常現象が観測され、中規模または大規模噴火が発生し、居住地域まで重大な影響が及ぶ

事が予想、もしくは切迫していると考えられる状態。なお、大きな噴石は、影響範囲が

火口から半径２km 以上に達する場合であり、火砕流は、火口の南西～西側に流れやす

い地形から噴火の規模により火口から 2.5km以内の居住地域に重大な影響が及ぶ場合、

火口から４km以内の居住地域に重大な影響が及ぶ場合に分けられる。 

 

４ 噴火警戒レベルの判定基準とその考え方 

【レベル２】 

≪判定基準≫ 

（引き上げ基準） 

レベル１の段階で、次のいずれかの現象が観測された場合、レベル２に引き上げる。 

警戒が必要な範囲は、基本的には、新岳火口から概ね１km 以内とするが、低温の火

砕流の影響範囲は地形を考慮したうえで想定し、一部は２km 以内とする（下図参照）。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
口永良部島 

レベル２における警戒が必要 

な範囲（黄線内） 
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【火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性（次のいずれかが観測された場合）】 

・ごく小規模噴火の発生 

＜短期間での火山活動の高まり＞ 

・火山性地震の増加（10 回以上／時間、30 回以上／24 時間又は 20 回以上／日が２

日以上連続した場合） 

・火山性微動の多発（継続時間の積算（24時間）が 10分以上かつ最大振幅が野池山

３観測点で 13μm/s以上） 

＜中・長期にわたる火山活動の高まり＞ 

・10日間（中期）の地震の回数が 100回以上 

・火口及びその周辺で地表面の熱が高まる、二酸化硫黄の放出量が１日あたり概ね

100トン以上となるなど、火山活動が高まりつつある場合 

【火口周辺に影響及ぼす噴火の発生】 

大きな噴石が火口から概ね１㎞以内に飛散、火砕流が１km以内（西側は２km以内）

に流下する小規模噴火の発生 

 

（引下げ基準） 

「短期間での火山活動の高まり」によりレベルを引き上げた場合は、レベル２に達し

ない活動が概ね１ヶ月続いたとき、レベルを引き下げる。 

「中・長期にわたる火山活動の高まり」によりレベルを引き上げた場合は、レベル２

に達しない活動が概ね２ヶ月（60 日）続いたとき、レベルを引き下げる。 

 

≪判定基準の解説≫ 

（引き上げ基準） 

口永良部島の火山活動が高まった際に観測される異常現象について、最近の観測デ

ータに基づき、火山活動が高まっていると判断される期間をレベル２以上に判定でき

るように、それぞれの観測項目の閾値を設定している。 

【火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性（次のいずれかが観測された場合）】 

「短期間での火山活動の高まり」については、地震計による観測が始まった 1999年

９月以降、短期的な地震の 増加がたびたび観測されている。こうした場合には、一般

的には山体の膨張や噴気活動の活発化などの火山活動の活発化が見られることが多い

ため、噴火の直前現象である可能性があると推定し、レベルを引き上げることとする。

また、火山性微動は、継続時間の短いものは度々観測されているが、振幅が大きく継続

時間が長い微動は、熱水等流体の顕著な移動を示していることから、水蒸気噴火の可能

性が高くなったと判断しレベルを引き上げる。 

2014 年８月３日の噴火時には、顕著な直前の前兆現象は観測されなかったが、事前

に長期にわたって、GNSS で山頂部の膨張や二酸化硫黄の放出開始、１ヶ月の地震回数
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が 100～200回に達する等、火山活動の高まりがみられた。このため、短期的な指標に

加え、10 日間の地震の回数が 100 回以上といった長期的な指標も判断材料とすること

としている。この長期的な地震回数の基準により 2014年６月９日にレベル２への引き

上げとなり、８月３日の噴火時にはレベル２以上を維持することになる。 

【火口周辺に影響及ぼす噴火の発生】 

2018年の活動は、10月 21日のごく小規模噴火で始まり、噴火活動が活発化した。火

口周辺に影響するような小規模な噴火が発生すれば、さらに影響範囲が広がる可能性

があるため、レベルを引き上げる。 

 

（引下げ基準） 

レベル２からのレベル 1 への引き下げについては、レベル引上げの各判定基準を観

測データが下回った場合を目安とするが、レベル引上げの判定基準を下回った後も、し

ばらくの間はレベル２を維持して活動状況を確認する。短期間での一時的な高まりと

してレベルを引き上げた場合には、他の火山を参考に１ヶ月程度は観測データを確認

し、中・長期での現象がない等、火山活動の低下が認められればレベル１へ引き下げる。

中・長期での現象によりレベルを引き上げた場合には、１ヶ月過ぎてから再び、活動の

高まりがみられることがあるため、２ヶ月程度の観測データにおいて静穏な状態が続

けば、レベル１に引き下げる。 

 

【レベル３】 

≪判定基準≫ 

（引き上げ基準） 

レベル１～２の段階で、次のいずれかの現象が観測された場合、レベル３に引き上げ

る。 

警戒が必要な範囲は新岳火口から概ね２km 以内とするが、火砕流の影響範囲は地形

を考慮したうえで想定し、一部は海岸までとする（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

口永良部島 レベル３における警戒が必要な範囲（赤線内） 
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【火口から概ね２km 以内（全方位）に影響を及ぼす噴火の可能性（次のいずれかが観

測された場合）】 

＜短期間での火山活動の高まり＞ 

・火山性地震の多発（30回以上／時間、50回以上／24時間、又は 30回以上/日が３ 

日以上継続） 

・地盤変動（山体隆起の急速な地盤変動：新岳北東山麓の傾斜計で数時間に１μrad

以上） 

＜中・長期にわたる火山活動の高まり＞ 

山体が隆起する地盤変動（傾斜、GNSS）が発生している。又は２年以内に山体が膨

張する地盤変動があり、その地盤変動が維持されている場合に以下の現象が一つで

も観測された場合 

・振幅 400μm/s以上の地震が 30日間に複数回あった場合 

・10日間（中期）の地震の回数が 100回以上でかつ 10回以上の日が８日間以上あっ

た場合 

・二酸化硫黄の放出量が１日あたり 500トン以上継続か、1,000トン以上になった場

合 

【火口から概ね２km以内（全方位）に影響を及ぼす噴火の発生】 

・火口から概ね２㎞以内に大きな噴石飛散 

・噴火により、空振計で 25Pa以上を観測 

・火砕流が西側以外でも１kmを超えて流下 

 

（引下げ基準） 

「短期間での火山活動の高まり」によりレベルを引き上げた場合は、レベル３に達し

ない活動が概ね１ヶ月続いたとき、レベルを引き下げる。 

「中・長期にわたる火山活動が高まり」によりレベルを引き上げた場合、又はレベル

４、５からレベルが下がった場合は、レベル３に達しない活動が概ね２ヶ月（60 日）

続いたとき、レベルを引き下げる。 

 

≪判定基準の解説≫ 

（引き上げ基準） 

口永良部島の火山活動が更に高まった際に観測される異常現象について、最近の観

測データに基づき、レベル３以上に判定できるように、それぞれの観測項目の閾値を設

定している。 

【火口から概ね２km 以内（全方位）に影響を及ぼす噴火の可能性（次のいずれかが観

測された場合）】 
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レベル２の引き上げ基準をさらに上回るような変化がみられた場合には、レベルを

引き上げることとする。また、新燃岳や桜島の例からも数時間で顕著な地盤変動（新岳

北東観測点で１μrad 以上の南西上がりの変化：深さ２km で 100,000 ㎥以上の膨張に

相当）が観測されれば、中規模以上の噴火の可能性があるためレベルを引き上げること

とする。 

2014年８月３日の噴火時には、GNSS観測により山頂部の膨張が捉えられ、二酸化硫

黄の放出が始まる等、事前に長期にわたって火山活動が高まっていた（前述）。噴火直

前ではないが、2014年４月、５月には振幅の大きな地震（400μm/s以上）が 30日の間

に発生、また、2014 年６月には 10 日間の地震の回数が 100 回以上でかつ 10 回以上の

日が８日間以上のように一定期間にまとまって地震の増加が認められた。このような

場合にはレベル３への引き上げとなり、８月３日の噴火前の 2014 年６月 10 日にレベ

ル３へ引き上げられレベル３を８月 13日まで維持することになる。 

2015年５月 29日の噴火前の期間では、2014年 10月に二酸化硫黄の放出量が更に増

加するといった現象が発生しており、これらの事例を参考に、同様の現象が観測されれ

ばレベルを３に引き上げることとする。 

【火口から概ね２km以内（全方位）に影響を及ぼす噴火の発生】 

気象条件等により、噴煙や噴石等が確認できない状況においても、噴火と思われる震

動波形があり、振幅の大きな空振が発生していれば、爆発が発生したと推測できるので、

レベル３に引き上げる。2014 年８月の噴火及び 2015 年５月の噴火における空振振幅、

（それぞれ島内で 26Pa、75Pa）を参考に、基準を設定している。 

 

（引下げ基準） 

レベル３からのレベル２への引き下げについては、レベル引上げの各判定基準を観

測データが下回った場合を目安とするが、レベル引上げの判定基準を下回った後も、し

ばらくの間は活動の状況を確認する。短期間での一時的な高まりとしてレベルを引き

上げた場合には、他の火山を参考に１ヶ月程度観測データを確認したうえで、中・長期

での現象がない等、火山活動の低下が認められればレベルを２に引き下げる。レベル４、

５からレベル３へ引き下げた場合や中・長期の現象でレベルを引き上げた場合は１ヶ

月を過ぎてから再び活動の高まりがみられることがあるため、２ヶ月程度観測データ

を確認したうえで、レベルを２に引き下げる。 

 

【レベル４】 

≪判定基準≫ 

（引き上げ基準） 

次のいずれかの現象が観測された場合、レベル４に引き上げる。 
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【居住地域に重大な被害を及ぼす可能性のある噴火が発生】 

・火砕流や溶岩流が居住地域へ次第に接近する場合、発生した現象の距離に応じて

2.5km 以内の居住地域あるいは４km を警戒が必要な範囲としてレベルを引上げる。

なお、既に火口から 2.5km 以内の居住地域を警戒が必要な範囲としてレベルが引き

上げていた場合には、レベルは変えずに警戒が必要な範囲を火口から概ね４km 以内

に拡大する。 

【居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の可能性】 

レベル２、３の段階で次の２項目の現象のうち一つでも観測された場合、火口から

2.5km以内の居住地域を警戒が必要な範囲としてレベルを引上げ 

・体に感じる地震の発生 

・山麓の浅い場所を震源とするＡ型地震※の多発 

山体膨張を示す地盤変動の 2015年等に観測された変化を明瞭に超える状況が継続

している中で、上記２項目のいずれかの現象が観測された場合、火口から４km を警

戒が必要な範囲としてレベルを引上げる。 

なお、既に火口から 2.5km 以内の居住地域を警戒が必要な範囲としてレベルが引

き上げていた場合には、レベルは変えずに警戒が必要な範囲を火口から概ね４km 以

内に拡大する。 

 

（引下げ基準） 

観測データの活動低下が１ヶ月程度認められた場合、あるいは、地震によるレベル上

げの場合は、現象がなくなったのち２週間程度で、レベルを引き下げる。 

 

≪判定基準の解説≫ 

（引き上げ基準） 

口永良部島で居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の可能性がある、居住地域の至近

まで重大な影響を及ぼす噴火が発生した場合にレベル４以上に判定できるように閾値

を設定している。 

【居住地域に重大な被害を及ぼす可能性のある噴火が発生】 

溶岩流や火砕流が西側へ流下した場合、火口から 2.5km のやや高台にある前田地区

の手前に谷があり、溶岩が継続して流れ落ちている場合や繰り返し火砕流が発生する

場合には次第に谷等が埋められ平滑化していくことが考えられる。このため溶岩流や

火砕流が居住地域に次第に近づく又は噴火の規模が大きくなる場合にはレベルを引き

上げる。2014年から 2015年や 2018年から 2019年の噴火前の地盤変動量について、京

都大学や国土地理院、福岡管区気象台により報告されている。例えば湯向観測点とヘリ

ポート観測点の基線長は１年で約１㎝伸びている。このような地盤変動量が観測され

た後、2015年や 2019年の噴火では、大きな噴石は最遠で約 1,900ｍに達し、火砕流は
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谷筋である向江浜方向へ約 3,000ｍ流下した。これらの噴火において、マグマが似たよ

うな状況で貫入しているとすると、地盤変動量はその貫入量におおよそ比例している

ものと考えることができる。このことから、地盤変動の観測データの変化が 2014年か

ら 2015年や 2018年から 2019年と同程度であれば、火口から 2.5km以内の居住地域に

重大な被害を及ぼす噴火の可能性が考えられ、さらに地盤変動量やその変化率が 2014

年から 2015 年、2018 年から 2019 年に観測された変化を明瞭に超えている状況が継続

していれば、これらの後に発生した 2015 年や 2019 年の噴火を超える規模で発生する

可能性があると考えられる。このため、最近の噴火前の事例における地盤変動量との比

較により居住地域への影響が 2.5km以内か４kmまで及ぶかの判断材料とした。 

【居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の可能性】 

1931年４月、1966年 11月の噴火前に体に感じる地震が発生しており、噴火に伴いそ

れぞれ２km程度と２kmを超える噴石の飛散が確認されている。また、浅部へのマグマ

等の移動により、山麓の浅い場所を震源とするＡ型地震※が多発する場合もある。これ

らの現象を大規模な噴火の可能性の判断としてレベルを引き上げることとする。 

 

（引下げ基準） 

引下げについては、地震の発生状況によりレベルを引き上げた場合は、1931年や 1966

年、2015 年の事例から２週間程度、地震の増加がないことや二酸化硫黄の放出量が変

化しない、その他の現象にも変化がみとめられないなど、火山活動の高まりがみられな

い場合には、レベルを引き下げる。火砕流や溶岩流が発生している場合には、その後の

地震活動、地盤変動、放熱量等の状況を 1ヶ月程度観測し、明確な火山活動の低下が認

められればレベルを３に引き下げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 口永良部島 レベル４及び５における警戒が必要な範囲（紫線内） 
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【レベル５】 

≪判定基準≫ 

（引き上げ基準） 

【居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生】 

・火口から概ね２km以上に大きな噴石の飛散した場合は、４kmを警戒が必要な範囲と

してレベルを引上げる。 

 

・火砕流、溶岩流が居住地域に達するか接近している場合は、現象の距離に応じて 2.5km

以内の居住地域あるいは４km以内を警戒が必要な範囲としてレベルを引上げる。 

なお、既に火口から概ね 2.5km 以内の居住地域を警戒が必要な範囲としてレベルが

引き上げていた場合には、レベルは変えずに警戒が必要な範囲を火口から概ね４km 以

内に拡大する。 

 

【居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が切迫】 

・火山活動の高まり（二酸化硫黄の放出量の増加や山体の膨張、火口及びその周辺で

火映がみられる等どれか１つでも）がみられる中で、次の２項目の現象のうち一つで

も観測された場合、火口から 2.5km 以内の居住地域を警戒が必要な範囲としてレベ

ルを引上げ 

➢島内の浅い場所（海面下２km以浅）を震源とする体に感じる地震の発生 

➢連続的な鳴動の発生や新たな場所から多数の噴気発生 

山体膨張を示す地盤変動の 2015年等に観測された変化を明瞭に超える状況が継続

している中で、上記２項目のいずれかの現象が観測された場合、あるいは次の現象が

観測された場合、火口から４kmを警戒が必要な範囲としてレベルを引上げ。 

・急激な地盤変動（浅部へのマグマ貫入：顕著な隆起、新岳北東山麓観測点で１時間に

10μrad 以上）が発生した場合 

なお、既に火口から概ね 2.5km 以内の居住地域を警戒が必要な範囲としてレベル

が引き上げていた場合には、レベルは変えずに警戒が必要な範囲を火口から概ね４

km以内に拡大する。 

 

（引下げ基準） 

観測データに活動低下が１ヶ月程度認められた場合には、必要に応じて火山噴火予

知連絡会等の検討結果も踏まえながら判断する。 

地震や地盤変動によるレベル上げの場合は、現象がなくなったのち２週間程度でレ

ベルを引き下げる。 

 

≪判定基準の解説≫ 
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（引き上げ基準） 

火口から 2.5km を超える居住地域に影響を及ぼす噴火の可能性の判断は、レベル４

で記載したとおり、地盤変動をもとに判断する。 

口永良部島で居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が切迫している、もしくは発生し

た場合についてレベル５に判定できるように閾値を設定している。 

【居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生】 

噴火が発生し、居住地域まで大きな噴石や火砕流、溶岩流が達する、もしくは居住地

域の直ぐ近くまで大きな噴石や火砕流、溶岩流が達した場合にはレベルを５に引き上

げることとする。また、2.5km以内の居住地域に火砕流等が達した場合には、火口から

2.5km以内の居住地域を避難等の厳重な警戒が必要な範囲とし、火口から 2.5㎞から４

km 以内の居住地域には、地盤変動や地震の発生の状況からその後の活動を評価し、高

齢者等に避難を呼びかけることを検討する。 

大きな噴石の場合は方向性をもっていないことや 1966 年の噴火で火口から約 3.5km

まで達したことから火口から２kmを超える噴火が発生すれば、火口から４km以内の居

住地域まで影響が及ぼされると判断する。 

 【居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が切迫】 

新岳北東山麓の観測点において、山体方向の隆起として１時間に 10μrad（深さ２km

で 1,000,000㎥以上の膨張に相当）変化する急激な地盤変動があれば、新たなマグマ貫

入により大規模な噴火が切迫していると想定されるためレベルを引き上げる。 

火山活動が非常に高まっている（二酸化硫黄の放出量の増大、火口付近での熱の上昇）

中で 2015 年５月 23 日に新岳火口の西側の島内でごく浅いところを震源とする震度３

の火山性地震が発生した。このような場合には、居住地域まで影響を及ぼす噴火が切迫

しているとしてレベルを引き上げることとする。 

また、山頂部付近での火映などの熱活動の高まり、二酸化硫黄の大量の放出のような、

2015 年５月 29 日の噴火以前に観測されたような火山活動が非常に高まっている中で、

鳴動の発生や新たな場所から多数の噴気が認められるような事象が発生した場合、そ

の場所からの規模の大きな噴火が予想されることから、レベルを引き上げることとす

る。過去事例としては 1931年の噴火前には鳴動があり、1966年の噴火前には新岳で白

色噴気が帯状にみられたことがある。 

 

（引下げ基準） 

引下げについては、火山活動の低下を確認した上で、必要に応じて火山噴火予知連絡

会や他の有識者との検討会等の検討結果も参考にしながら、居住地域への影響を再評

価した上で判断することとする。 

地震によるレベル上げの場合は、レベル４と同様に、1931年や 1966年、2015年の事
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例から２週間程度、地震の増加がないことや二酸化硫黄の放出量が変化しない、その他

の現象にも変化がないといった火山活動の高まりが見られない場合には、レベルを３

に引き下げる。 

 

以上で示した基準のほか、これまで観測されたことのないような観測データの変化が

あった場合や、新たな知見により評価を得られた場合に、レベルを判断することもある。 

また、上記に示した基準は、過去のデータに基づき、口永良部島で想定される火山活動

に基づいて定めている。火山活動が新たなステージになった場合、新たな知見が得られた

場合など、火山活動の状況に応じて随時見直すこととする。 

なお、噴火警戒レベルの判定基準に現状達していないが、今後の活動の推移によっては

噴火警戒レベルを引き上げる可能性があると判断した場合、「火山の状況に関する解説情

報（臨時）」を発表する。現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低いが、火

山活動の状況を伝える必要があると判断した場合には、「火山の状況に関する解説情報」

を発表する。 

 

５ 改善経緯と今後検討すべき課題 

口永良部島では、2014 年８月以来、火山活動の盛衰を幾度か経験し、その活動の特徴

の一端が見えつつある。令和４年３月のレベル４、５の警戒が必要な範囲の改定において

は、これらの活動を整理した知見から、特に地盤変動の推移と噴火との対応の関連に基づ

いた地下のマグマ貫入量を念頭におき、居住地域に影響を及ぼす可能性が高まった場合

の噴火警報をより適切に行えるような基準の設定に取り組んだ。 

今後も、新たな項目を判定基準に取り込む検討を続ける必要があり、以下の各課題に引

き続き取り組み、判断基準の改善を進める必要がある。 

（１）地震活動の基準について、噴火発生後の活動状況などを踏まえて精査する必要がある。 

（２）古岳火口でも数百年前まで火砕流を伴う噴火が発生していたと考えられていること

から、古岳の活動も視野に入れて検討する必要がある。 
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